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2026 年度 産学連携研究開発支援事業  

 
《募集要項》 

【申請期間】 

2026 年 6 月２日（火）～8 月 28 日（金）  

予め電話にて申請される日時をご予約のうえ、産業振興課窓口まで書類をご持参くだ

さい（郵送不可）。 

※予約電話番号：03-5390-1235（北区産業振興課商工係） 

 

申請内容についてご説明をいただきますので、ご対応いただける方がお越しください。 

※申請期間内に申請書類のご提出が無い場合、または、申請書類に不備があり申請期

間内に必要な訂正・修正等が完了しない場合、申請を受け付けられません。 

 

申請内容をご説明いただいた後、申請フォームの URL を共有いたします。 

申請書類のご提出については、ご持参または申請フォームをご活用ください。（郵送

不可） 

 

申請書類は北区ホームページからダウンロードできます。 

※ＵＲＬ 

https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011356/1011509/10115

14.html 

 

 

【お問い合わせ先】 

東京都北区産業経済文化部 

産業振興課商工係 
 

〒１１４－８５０３ 

    東京都北区王子１－１１－１北とぴあ１１階 

ＴＥＬ：０３－５３９０－１２３５ 

ＦＡＸ：０３－５３９０－１１４１ 
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１ 事業内容 

  区内中小企業者又は中小企業グループが、大学等の有する研究成果や技術等を活用して

技術開発や研究を行う際に要する経費の一部を助成します（設備投資・開業・運転資金を

目的とした制度ではありません）。 

 

２ 申請要件 

中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154号）第 2 条第 1 項に規定する中小企業者のう

ち、次の（１）～（３）のいずれかに該当し、かつ（４）～（８）の条件を全て満たして

いる企業が対象です。 

（１）区内に本社又は主たる事業所を有する中小企業 

（２）区内に事業主の住所がある個人事業者 

（３）区内に本社又は事業所を有する中小企業者２/３以上で構成されたグループ 

（４）製造業又は情報通信業のうちソフトウェア業を営んでいること。 

（５）区内で引き続き１年以上事業を営んでいること。 

（６）直近の法人都民税（個人事業者の場合は特別区民税）を滞納していないこと 

（７）大企業が実質的に経営に参画していないこと 

（８）同一事業の内容で他の公的機関から助成を受けていないこと 

※中小製造業者とは、中小企業基本法に基づく従業員３００人以下又は資本金  

３億円以下の製造業者 

※情報処理サービス業、ソフトウェア開発業は製造業者に含まれます。 

※企業グループは、構成メンバーの３分の２以上が区内に本社又は事業所を持つ 

中小製造業者で組織されているものに限ります。２社の場合は、双方が区内中小 

製造業者になります。 

 

３ 助成金限度額 

２００万円 

 

４ 助成率 

助成対象経費の４分の３以内 

 

５ 助成対象事業 

  助成の対象となる事業は、企業等が事業終了後に当該技術を実施し、又は製品化するこ

とを目的とした、企業等と大学等との契約に基づき、大学等と行う共同研究又は委託研

究とします。ただし、申請時点で研究開発が終了しているものを除きます。なお、助成

の対象となる契約期間は、原則として契約を締結した日（以下「契約締結日」）から起算

して 1 年を経過する日の前日までとします。 

 

６ 契約締結期限  

原則として 2027 年 2月 26 日まで 

※やむを得ず契約締結日が 2027 年 3 月となる場合は、事前にご相談ください。 
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７ 留意事項 

次のいずれかに該当するものは、本助成事業の対象となりません。また、複数の事業を

申請することはできません。 

（１）先駆的な新しい自社製品や自社技術の開発でないもの 

（２）量産化段階にあるもの 

（３）申請時において研究、開発が概ね終了しているもの 

（４）効果や効き目等に個人差が考えられる製品や技術の開発であるもの 

（５）開発の成果が特定の企業向けであるもの 

（６）開発の成果が客観的に検証できないもの 

（７）事業内容について区が適切でないと判断するもの 

（８）契約締結日から起算して 1 年を経過する日以降に支払った費用 

（９）契約締結期限以降に契約したもの 

 

８ 助成事業制度の流れ 

※①②と③は前後しても可 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 助成対象経費 

（１）大学等と締結した共同研究又は委託研究を実施する旨の契約書に記載される大学等へ

支払う契約金のみを助成対象経費とします。消費税は補助対象外です。 

（２）助成対象経費は、契約締結期限までに支払いが完了した経費とします｡ 

※大学等とは学校教育法（昭和 22 年法律第 26号）第１条に規定する大学又は高等

専門学校及び研究開発を主たる業務とする、国若しくは地方公共団体が設立した研

究機関又は独立行政法人のことをいいます。 

※共同研究とは大学等が企業等から研究者と研究経費を受け入れ、大学等の研究者と

企業の研究者とが共同の研究課題について対等の立場で共同して研究を行うものを

いいます。 

※委託研究とは、大学等が実施する研究で研究に要する経費の全部又は一部を企業が

負担するものをいいます。 

申
請
企
業 

大
学
等
研
究
機
関 

北 

区 

① 共同研究契約等締結 

③ 交付申請 

④ 審査会 
⑤ 交付決定通知 

② 共同研究実施 

⑧ 実績報告 

⑪ 助成金交付 

⑦ 完了 

研
究
実
施 

⑨ 助成金交付確定通知  

⑩ 請求書 

⑥ 進捗状況報告 
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※寄付金等は対象になりません。 

※法人の場合は、クレジットカード等でお支払いの際、法人カード（社名の併記がある

又は利用明細に社名の記載があるカード）でお支払いください。 

１０ 提出書類 

（１）交付申請書・事業計画書・事業収支予算書 

   ※事業収支予算書に計上した経費で、見積書など、金額の根拠がわかる資料がある 

    場合は、その写しを添付してください。 

（２） 添付書面 

法人事業者 個人事業者 企業グループ 

ア 直近の法人都民税の納

付が確認できる書面 

イ 大学等との契約書の写

しまたはそれに類する

もの 

ウ 申請事業の説明書面 

エ 会社概要 

オ 登記簿謄本 

カ その他区長が必要と認

める書面 

 

ア 直近の特別区民税の納

付が確認できる書面 

イ 大学等との契約書の写

しまたはそれに類する

もの 

ウ 申請事業の説明書面 

エ 会社概要 

オ 住民票 

カ その他区長が必要と認

める書面 

 

ア 代表者の直近の法人都

民税又は特別区民税の

納付が確認できる書面 

イ 大学等との契約書の写

しまたはそれに類する

もの 

ウ 申請事業の説明書面 

エ 企業グループの案内・

構成員名簿 

オ 各企業の登記簿謄本ま

たは構成員の住民票 

カ その他区長が必要と認

める書面 

 

（３）受付は事前に、お電話にて日時をご予約のうえ、ご持参願います。 

（４）提出書類については、確認のうえ、添付書類に不備がないようにご注意ください。 

（５）事業計画書の記載は、第三者にも理解できるように明瞭かつ具体的にお願いします。 

（６）提出書類一式は、正副各１部提出してください（「副」はコピーで構いません）。 

（７）提出していただいた書類については、助成金交付審査の資料となります。また、返 

却いたしませんので予めご了承ください。 

（８）助成の対象となる契約期間（契約締結日から起算して１年を経過する日の前日まで）

が複数年度にわたる場合は、翌年度当初にも当該年度に係る申請書類を提出していた

だく必要がありますのでご承知おきください。 

 

 

 

 

１１ 審査 

（１）書面提出・面接審査には会社概要及び事業内容を説明できる方がお越しください。 

（２）提出していただいた書面に基づき、書面審査、面接審査を行います。（面接日等に 

   ついては、別途お知らせいたします）。 
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（３）審査の途中経過のお問い合わせには一切応じかねますので予めご了承ください。 

（４）必要により現地調査を行う場合があります。 

（５）審査の結果は審査会終了後に通知します。 

（６）採択された方については、原則として事業者名、契約締結先の大学等名、採択された

研究開発のテーマ名が外部に公表されます。 

 

１２ 助成金交付決定の条件 

（１）助成事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、こ

れらの書面を助成事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間保存すること。 

（２）助成対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下「取得財産等」という。）

については、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。 

（３）取得財産等については、助成事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって

管理し、助成金の交付目的に従って、その効率的運用を図ること。 

（４）取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、予め区

長に届け出るとともに、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付

すること。ただし、当該財産が「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」（昭和４０

年３月３１日付大蔵省令第１５条）に規定する年数を経過している場合は、この限り

でない。 

（５）助成事業の完了後、区長から要求のあったときは、助成事業の状況及び経理について

調査することを求めた場合、又は助成事業について報告を求めた場合にはこれに応じ

ること。 

（６）その他特に区長が定めた条件 

 

１３ 助成金の交付決定 

交付決定額は、対象経費の４分の３（千円未満の端数切り捨て）または助成金限度額 

のいずれか低い額になります。限度額を上回る経費については、交付決定企業側の負 

担になります。 

 

１４ 助成事業の計画内容等の変更 

  交付決定企業は、大学等との契約に際し、以下に揚げる事由のいずれかが生じた場合 

には、速やかに報告してください。 

（１）事業内容の変更をしようとするとき。ただし、当該事業に実質的影響のない軽微なも

のを除く。 

（２）契約金額に変更が生じるとき。 

（３）助成事業を中止しようとするとき。 

（４）助成金の交付決定をする際に区長が付した条件に反して事業の内容を変更するとき。 

 

１５ 進捗状況報告 

（１）事業の進捗状況を確認するため、2027年 1 月 29 日（金）までに進捗状況報告書を

提出していただきます。 
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（２）やむを得ず、申請した事業内容を変更もしくは中止される事業者は、速やかに連絡

してください。変更もしくは中止の届出をしていただくことになります。 

 ※なお、事業の変更・中止に伴い、既に交付した助成金額と交付すべき助成金額（助 

成金交付確定金額）に差額が生じた場合は、返納していただくことになります。 

 

１６ 実績報告 

（１）2027 年 2月 26 日（金）までに実績報告書を提出していただきます。実績報告書に

は、大学等から研究成果に関する報告書の提出があった場合には添付してください。 

※実績報告書の提出が 2027 年 3 月中になることが見込まれる場合は、あらかじめ産業

振興課までご連絡ください。 

（２）提出の際には請求書、領収書、銀行振込書等の原本と写しの確認をします。支払い及 

びその内訳が確認できるもの（写し）を添付してください。これらが不十分ですと、 

助成対象経費にならない場合がありますので、ご注意ください。 

（３）納品書、請求書、領収書、銀行振込書等（写）は、この事業専用とし、通常業務との

一括処理はしないでください。 

（４）交付決定企業は、助成金交付確定通知書を受理した後、交付請求書及び支払金口座振 

替依頼書を提出してください。助成金を指定口座に振り込みます。 

（５）交付決定企業は、助成対象期間が翌年度にわたる場合は、助成金の交付決定を受けた

年度ごとに実績報告書を提出していただく必要がありますのでご承知おきください。 

 

１７ 助成金交付決定の取り消し・助成金の返還 

  以下のいずれかに該当した場合は、助成金交付決定の全部または一部を取り消すことが

あります。助成金交付決定を取り消した場合において、既に交付決定企業に助成金が交付

されているときは、期限を定めて助成金を返還していただくことになりますので、十分ご

注意ください。 

（１）事業を中止したとき 

（２）契約金額に変更が生じたとき 

（３）偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

（４）助成金を他の用途に使用したとき 

（５）東京都北区産学連携研究開発支援事業助成金交付要綱に基づき区が求めた書類の提 

出がされないとき 

（６）助成金の内容又はこれに付された条件、その他法令又は助成金の交付決定に基づく 

命令に違反したとき 

（７）区長が事業の実施を不適当と認めたとき 

 

１８ その他 

   交付決定企業は、助成事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案権又は意 

匠権を助成事業年度又は助成事業年度終了後５年以内に出願し、又は取得した場合は、

区に報告してください。 


